
◆　目　　的

◆　制度概要

きょうと食の安心・安全情報提供事業について

京　都　府

　　　情報提供協力店

○情報を広告チラシに添付
○情報を店舗の掲示板に掲載

　　メール情報登録者

○自宅で食情報を入手
○不明な点をメールで質問

　　　府民（消費者）

○広告チラシで情報を入手
○店内の掲示板で情報入手

①食情報の提供を望んでいる府民を登録
　→食のメールマガジン情報提供事業

②食情報を積極的に提供する販売店を登録
　→登録販売店と連携した情報提供事業

○最新の食情報をＥ－メールにより配信（メールマガジン）
　　→パソコンと携帯電話に隔週（２週間に１回）配信する。
○登録販売店を京都府のホームページに掲載

　①　府民に対して　　　　　　　　②　販売店に対して

　　食の安心・安全を確保するには、消費者が正確な情報を得ることが必要である。
　　現在、京都府からの情報提供は、ホームページを中心としているがより迅速に、より幅
　広く情報を提供するため、本年度から食料品販売店と連携した情報提供と府民へのメール
　配信による積極的な食情報提供システムの構築によって、一層の食の安心・安全対策を推
　進する。
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　きょうの食品まめ知識

【農産物の表示について】
農産物とは、野菜、果物、豆類などをいいます。
農産物には、名称と原産地を表示します。
【原産地表示】
国産品は、都道府県名（一般的な地名でもよい「丹波とか」）
輸入品は、原産国名
　　　　　※　農産物を乾燥・加熱・味付けすると加工食品（た
　　　　　　　けのこ水煮、干し椎茸など）となり、表示する内
　　　　　　　容が異なります。
　　　　　　詳しくは、http//pref.kyoto.......…まで！！
　

見てね！
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